
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
一
部
の
効
力
の

　

停
止 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

二

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
決
定
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
の
届
出 

（
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手

　

方
の
決
定
（
二
件
） 

（
震
災
廃
棄
物
対
策
課
）　

　

五

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
二

　

件
） 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　

　

五

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管

　

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

六

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
一
部
の
効
力
を
停
止
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

事
業
者
の
名
称
等

二　

指
定
の
効
力
の
停
止
の
内
容

    
平
成
二
十
四
年
三
月
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
を
請
求
す
る
者
以
外
の
者
に
対

す
る
指
定
の
効
力
の
停
止

三　

停
止
の
期
間

   　
 
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
四
月
三
十
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

（1）　 平成24年４月20日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2350号　　 

発　　　　行

宮 城 県
(総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)

事
業
者
の
名
称

一
般
社
団
法
人
ヒ
ュ
ー
マ

ン
サ
ポ
ー
ト

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
三
一
〇
七

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

仙
台
中
央
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
十

六
番
三
十
号

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
七
三
七

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ス
カ
イ
ク
リ
エ
イ
ト

石
巻
市
南
中
里
三
丁
目

四
番
二
十
五
号

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

（
み
な
し
）

設
置
者
名

相
川
商
会
合
同

会
社

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

十
二
月
一
日



示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

第2350号　平成24年４月20日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
二
三
二

〇
四
一
三
五
〇
〇
〇
二
六

設　
置　
者　
名

医
療
法
人
社
団
健
育

会ぱ
ん
ぷ
き
ん
株
式
会

社

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

医
療
法
人
社
団
健
育
会
ひ
ま

わ
り
在
宅
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン石
巻
市
門
脇
町
一
丁
目
三
番

二
十
二
号
東
鰹
会
館
内

医
療
法
人
社
団
健
育
会
ひ
ま

わ
り
在
宅
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン石
巻
市
開
成
一
番
地
三
十
五

石
巻
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
館
内

ぱ
ん
ぷ
き
ん
介
護
セ
ン
タ
ー

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
女

川牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
丸

山
八
番
地
五

ぱ
ん
ぷ
き
ん
介
護
セ
ン
タ
ー

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
女

川牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
新

田
十
四
新
田
福
祉
住
宅

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年

七
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
二
月
二
十
二

日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
一
九
〇

〇
四
一
〇
二
〇
〇
三
一
五

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

ぱ
ん
ぷ
き
ん
介
護
セ
ン

タ
ー
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
牡
鹿

石
巻
市
鮎
川
浜
湊
川
一

番
地
十
二

Ａ
Ａ
介
護
有
限
会
社

石
巻
市
蛇
田
字
沖
二
十

五
番
地

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

（
み
な
し
）

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

（
み
な
し
）

設
置
者
名

ぱ
ん
ぷ
き
ん
株

式
会
社

Ａ
Ａ
介
護
有
限

会
社

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

二
月
二
十
九
日

平
成
二
十
四
年

二
月
十
日

〇
四
一
〇
二
〇
〇
四
二
二

〇
四
一
一
四
〇
〇
一
九
五

〇
四
二
一
四
〇
〇
一
二
八

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
日
和

石
巻
市
中
浦
一
丁
目
二

番
六
十
二
号

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
た

ん
ぽ
ぽ

東
松
島
市
大
曲
字
下
台

百
二
十
八
番
地
百
八
十

七夢
空
間

東
松
島
市
赤
井
字
台
六

十
四
番
地

居
宅
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

（
み
な
し
）

共
同
生
活
援
助

特
定
非
営
利
活

動
法
人
サ
ン
ケ

ア株
式
会
社
た
ん

ぽ
ぽ

医
療
法
人
社
団

き
く
べ
え
ク
リ

ニ
ッ
ク

平
成
二
十
一
年

七
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年

一
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
二
月
十
九
日

認
証
番
号

百
九
十

七百
九
十

八

品　

目

魚
介
藻
類

佃
煮
・
甘

露
煮
等

魚
介
藻
類

佃
煮
・
甘

露
煮
等

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

株
式
会
社　

海
祥

代
表
取
締
役　

大
友
史

祥株
式
会
社　

海
祥

代
表
取
締
役　

大
友
史

祥

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

株
式
会
社　

海
祥

株
式
会
社　

海
祥

製
造
所
等
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
卸
町
五
丁
目
三
番

地
四

仙
台
市
若
林
区
卸
町
五
丁
目
三
番

地
四



　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

一
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

石
巻
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
〇
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

石
巻
市
新
蛇
田
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

松
島
町
東
磯
崎
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
元
釜
家
二
番
地
四

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

林　
　
　

裕　

志　
　

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
十
六
番
地

　
　

林　
　
　

政　

勝　
　

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
二
十
番
地

　
　
�
　

橋　

定　

治　
　

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
四
番
地
の
十
五

　
　
�
　

橋　

幸　

彦　
　

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
九
十
一
番
地
の
十
二

　
　

西　

村　

定　

男　
　

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
長
田
八
十
番
地
の
三
十
四

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
美
郡
色
麻
町
色
麻

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

一　

就
任
し
た
者

 

（3）　 平成24年４月20日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2350号　　 

就

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

氏　
　
　

名

早　

坂　

勝　

一

堀　

籠　

勝　

惠

金　

子　

政　

雄

今　

野　

隆　

志

田　

中　

一　

寿

鈴　

木　

正　

行

永　

山　

敬　

男

相　

原　

昌　

昭

浅　

野　

博　

美

田　

中　

利　

充

浅　

野　

祝　

男

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
原
五
十
七
番
地

二加
美
郡
色
麻
町
一
の
関
字
高
野
北
向
百
五

番
地

加
美
郡
色
麻
町
小
栗
山
字
下
原
四
十
八
番

地
三

加
美
郡
色
麻
町
王
城
寺
字
渡
戸
南
十
二
番

地
二

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
二
反
田
八
番
地
一

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
土
利
壇
十
九
番
地

六加
美
郡
色
麻
町
志
津
字
川
前
二
十
五
番
地

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
新
町
五
十
一
番
地

一加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
塩
竃
十
八
番
地

加
美
郡
色
麻
町
清
水
字
田
中
北
八
番
地

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
舘
五
十
番
地

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事



二　

退
任
し
た
者

 

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
崎
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

　

就
任
し
た
者

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

　

鶴
田
川
沿
岸
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
四
月
十
一
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
階
上
大
谷
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

総　
一　
郎　
　
　

　

就
任
し
た
者

第2350号　平成24年４月20日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

渡　

邊　

市　

男

山　

崎　

盛　

雄

�
　

橋　

三　

夫

渡　

邊　

正　

武

加
美
郡
色
麻
町
高
根
字
前
田
三
番
地

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
山
崎
三
十
三
番
地

一加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
本
町
三
十
六
番
地

五加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
新
田
町
七
番
地
二

理　

事

監　

事

監　

事

監　

事

就

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

氏　
　
　

名

青　

沼　

信　

次

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

大
崎
市
古
川
師
山
字
八
幡
五
十
三
番
地

役
職
名

理　

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

氏　
　
　

名

早　

坂　

勝　

一

堀　

籠　

勝　

惠

金　

子　

政　

雄

田　

中　

一　

寿

鈴　

木　

正　

行

永　

山　

敬　

男

相　

原　

昌　

昭

浅　

野　

祝　

男

菅　

原　

紀　

朗

今　

野　

宗　

男

早　

坂　

秀　

夫

石　

原　

慶　

孝

山　

崎　

盛　

雄

�
　

橋　

三　

夫

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
原
五
十
七
番
地

二加
美
郡
色
麻
町
一
の
関
字
高
野
北
向
百
五

番
地

加
美
郡
色
麻
町
小
栗
山
字
下
原
四
十
八
番

地
三

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
二
反
田
八
番
地
一

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
土
利
壇
十
九
番
地

六加
美
郡
色
麻
町
志
津
字
川
前
二
十
五
番
地

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
新
町
五
十
一
番
地

一加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
舘
五
十
番
地

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
北
袋
二
番
二
十
五

番
地

加
美
郡
色
麻
町
王
城
寺
字
渡
戸
南
二
番
地

三加
美
郡
色
麻
町
高
根
字
新
山
二
番
十
二
番

地加
美
郡
色
麻
町
清
水
字
屋
敷
三
番
地

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
山
崎
三
十
三
番
地

一加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
本
町
三
十
六
番
地

五

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

監　

事

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

佐　

藤　

義　

一

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
向
町
一
番
地

監　

事

就 
任 
年 
月 
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名



 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

災
害
廃
棄
物
処
理
（
東
京
都
搬
出
）
業
務
委
託　

コ
ン
テ

ナ
三
百
五
十
七
基　

千
四
百
二
十
八
ト
ン

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

環
境
生
活
部
震
災
廃
棄
物
対
策
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

財
団
法
人
東
京
都
環
境
整
備
公
社　

東
京
都
墨
田
区

江
東
橋
四
丁
目
二
十
六
番
五
号

五　

契
約
金
額　

十
二
フ
ィ
ー
ト
コ
ン
テ
ナ
一
基
当
た
り
六
万
五
千
六
百
二
十
五
円  
一
ト
ン
当
た
り
一
万
四
千
五
百

円
六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

災
害
廃
棄
物
処
理
業
務
（
気
仙
沼
ブ
ロ
ッ
ク
（
南
三
陸
処

理
区
））　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

環
境
生
活
部
震
災
廃
棄
物
対
策
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

清
水
・
フ
ジ
タ
・
鴻
池
・
東
亜
・
青
木
あ
す
な
ろ
・

錢
高
・
浅
野
特
定
業
務
共
同
企
業
体　

代
表
者　

清
水
建
設
株
式
会
社
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
木
町
通
一
丁
目

　

四
番
七
号

五　

契
約
金
額　

二
百
十
九
億
五
千
百
三
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
中
央
装
置
及
び
端
末
機
器
保
守
点
検
業
務

　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
三
月
十
四
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

仙
台
市
青
葉
区
二
日
町
二
番
十
五
号　

オ
ム
ロ
ン
フ
ィ
ー
ル

ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
（
株
）
東
北
支
店　

五　

落
札
金
額　

五
千
七
百
七
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
四
年
二
月
三
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

（5）　 平成24年４月20日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2350号　　 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

鈴 

木 

敏 

栄

気
仙
沼
市
長
磯
原
ノ
沢
五
十
八
番
地

理　

事

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
笠
神
三
丁
目
六
十
三
番
四
並
び
に
六
十
三
番

一
、
六
十
三
番
三
及
び
七
十
番
一
の
各
一
部

 
仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
六
番
二
十
二
号

 

株
式
会
社
い
ぶ
き
エ
ス
テ
ー
ト　



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

交
通
信
号
機
制
御
機
等
保
守
点
検
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
三
月
十
四
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

仙
台
市
青
葉
区
二
日
町
二
番
十
五
号　

オ
ム
ロ
ン
フ
ィ
ー
ル

ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
㈱
東
北
支
店

五　

落
札
金
額　

三
千
六
百
七
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
四
年
二
月
三
日

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

五
十
七

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
大
河
原
町
外
１
市
２
町
保
健
医
療
組
合
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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